
区分 航空費 車賃 弁償費

1ｋｍ 県内 県外

金額 実費 ３０円 ６、６１２円 ９，８００円 １０，９００円 ２，２００円

６．６１２円 ６，６１２円 ６．６１２円

※理事・評議員・評議員選任・解任委員については一人当たりの各年度の総額が２０，０００円

を、監事については５０，０００円を超えない範囲で支給する。

別表第２　第２条（2）関係

宿泊費 食卓料

評議員選任・解任委員

６．６１２円

　　　別表第1　第２条（1）関係

役職（理事） 役職（監事） 役職（評議員）

附則　この規則は平成２９年４月１日より施行する。

社会福祉法人心光福祉会役員報償・弁償規定

　　　という）の職にある者に対し支給する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

第１条　この規定は、社会福祉法人心光福祉会の理事・監事・評議員及び（以下「役員」

第２条　（1）町内において招集した会合等の報償費の額は、別表1の定額による

第３条　当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の役員等報償は支給しない。

（2）役員が出張した場合の航空賃、車賃、弁償費、宿泊料、食卓料の額は別表


	Sheet1

